
貸 付 条 件 等 会社及び個人

貸 付 対 象 振興計画認定組合の組合員

貸 付 限 度 額
　・設備資金　1億5,000万円
　
　・運転資金　5,700万円（設備資金と別枠）

資 金 使 途
（ 貸 付 利 率 ）

　・設備資金
　　　衛生設備（特利③）：一般貸付と共通
　　　省エネルギー設備（特利②、③）：一般貸付と共通
　　　振興事業特定施設（特利③又は特利③-0.15%）
　　　その他の設備（基準利率）
　・運転資金
　　　営業振興運転資金（基準利率、基準利率-0.15％）

貸 付 期 間
　・設備資金：原則18年以内
　・運転資金：5年以内（特に必要な場合7年以内）

担保 ・保証人
　・担保：必要に応じて徴する。
　・保証人：原則1名以上

貸 付 条 件 等 組合等

貸 付 対 象
　・振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合及び同小組合
　・厚生労働大臣が振興指針を告示した業種に係る生活衛生同業組合連合会

貸 付 限 度 額

　○生活衛生同業組合
　　　・設備資金及び共同購入運転資金：　2億1,600万円
　　　・営業振興運転資金：　4,000万円
　　　・振興事業運転資金：　9,000万円
　○同小組合
　　　・設備資金及び共同購入運転資金：　8,000万円
　　　・営業振興運転資金、振興事業運転資金：　4,000万円
　○同連合会
　　　・営業振興運転資金：　4,000万円
　　　・振興事業運転資金：　9,000万円

資 金 使 途
（ 貸 付 利 率 ）

　○設備資金
　　　―生活衛生関係営業を営む場合：「会社及び個人」に同じ。
　　　―上記以外の組合事業（生活衛生同業組合連合会を除く。）
　　　　　・共同利用設備資金（基準利率、特利③）：共同冷凍庫、共同配送用保冷車両等
　　　　　・研究設備資金（基準利率）：一般貸付に同じ。
　○運転資金
　　　―生活衛生関係営業を営む場合：「会社及び個人」に同じ。
　　　―上記以外の組合事業
　　　　　・共同購入運転資金（基準利率）：一般貸付に同じ。
　　　　　・振興事業運転資金（基準利率）：認定を受けた振興計画に基づく振興事業を実施
　　　　　　するために必要な資金及び生活衛生同業組合連合会が振興指針に係る指導事
　　　　　　業を行うために要する資金

貸 付 期 間 　「会社及び個人」に同じ。ただし、共同購入運転資金は5年以内。

担保 ・保証人 　「会社及び個人」に同じ。

（別表２）飲食店営業及び喫茶店営業に係る融資の概要


